


解体工事特記仕様書 ○ 6　石綿含有建材の事前調査 (1.4.1) 2　杭 （3.9.2) (4.4.1)

第１　工事概要 調査範囲 ※ 図示 ・ 杭の撤去 ※ 撤去する ・ 残置する（位置は図示により、残置杭図を作成すること）
1 工事名称 岡部みわ保育園解体工事 既存の設計図書 〇 有 ・ 無 解体方法 ・ 引抜き工法 （ ・ 杭の処理： ） ・ 破砕工法
2 工事場所 藤枝市岡部町内谷　　地内 石綿含有建材の調査報告書の貸与 ・ 有 〇 無 引き抜いた杭の処理　　※※ 分別解体する 蛍光ﾗﾝﾌﾟ ・ 再資源化する
3 敷地面積 　約2,500　　　　　　　　　　　㎡ 調査方法 ・ 定性分析 ・ 定量分析 杭孔埋戻し ・ 山砂 ・ 砕石 HIDﾗﾝﾌﾟ 〇 再資源化しない
4 都市計画 〇 都市計画区域内 ・ 準都市計画区域内 ・ 都市計画区域外 分析による石綿含有建材の調査 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ ・ 再資源化する

・ 線引 （ 〇 市街化区域 ・ 市街化調整区域 ） ・ 非線引 分析対象：ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ、ｱﾓｻｲﾄ、ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ、ｸﾘｿﾀｲﾙ、ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ、ﾄﾚﾓﾗｲﾄ ○ 3　さく、照明設備等の附属物の解体 （3.10.1) 管、継手 〇 再資源化しない
5 用途地域 ・ 指定なし 〇 第一種中高層住居専用地域 分析方法(ｻﾝﾌﾟﾙ数：3ｻﾝﾌﾟﾙ/箇所) ※ 行う ・ 行わない 塩化ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管、 ・ 再資源化する
6 防火地域 ・ 防火地域 ・ 準防火地域 〇 指定なし 材料名 定性分析(JISA1481-2) 定量分析(JISA1481-3) 解体範囲 ※ 図示 ・ 全て 継手 〇 再資源化しない
7 その他の ・ 風力係数算定のための地表面粗度区分 （ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ） ・ ( 箇所数 ： ） ・ ( 箇所数 ： ） ｶﾞﾗｽ ・ 再資源化する

地域･地区 ・ 風圧力算定のための基準速度 Ｖo＝ m/s ・ ( 箇所数 ： ） ・ ( 箇所数 ： ） ○ 4　樹木等 （3.11.1) 〇 再資源化しない
・ 積雪荷重　H12建設省告示1455号における区域　 別表 （ ※ 24 ・ ） ・ ( 箇所数 ： ） ・ ( 箇所数 ： ） 樹木等の移植 ・ 行う （ 移植先 ： ） 〇 行わない 小型二次電池 ・ 再資源化する
・ 騒音規制法に基づく指定区域 （ ・ １種 〇 ２種 ・ ３種 ・ ４種） ・ ( 箇所数 ： ） ・ ( 箇所数 ： ） 〇 伐採 〇 抜根 ・ 再資源化しない

採取箇所 ・ 図示 ・ 伐採・抜根の範囲 ※ 図示 ・ 全て
8 解体建物概要

○ 7　施工数量調査 (1.5.2) ○ 5　地下埋設物及び埋設配管 （3.12.1)

調査範囲 ( ※ 工事範囲内 （ ※ 図示 ） ・ ) 既存図面による調査 ・ 行う ・ 行わない 注)上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する

調査方法 ( ※ 設計図書と目視により、解体する建築物等の大きさ、数量等を確認する ) 地下埋設物及び埋設配管の解体 ※ 行う ・ 行わない 施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

解体範囲 （ ※ 図示 ・ ）
○ 8　技能士 (1.6.2) 5　現場利用する再資源化された建設廃棄物 (4.4.1)

一級技能士又は単一等級の資格者を有する者の配置を適用する作業種別 ○ 6　解体後の整地 (3.13.1) 種類 再利用する場所(箇所)等
9 工事内容 ※ 行う(各層20cm程度毎に締め固めること) ・ 行わない

岡部みわ保育園の解体工事 ・ とび作業 整地高さ 〇 現況GL ： m ・ 設計GL ： ｍ
なお、県内に一級技能士が少ない作業職種は、予め監督職員と協議することができる。

盛土等の種別 (標3.2.3)

9　検査 (1.7.2) ・ A種 適用場所 ( )

第２　仕様 中間検査 ※ 対象工事 （実施は中間検査実施基準による） ・ 対象外工事 ・ B種 適用場所 ( )

1 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築物解体工事 ・ C種 適用場所 ( )

共通仕様書(令和４年版)」(以下｢標準仕様書｣という。)によるほか、下記仕様書のうち、○印を付いた ○ 10　解体重機類 土質 ( )

ものを適用する。 ※ 低騒音型 ( ) ・ 低振動型 ( ) ・ 指定無し 受渡場所 ( )

・ 土木工事共通仕様書 ・ D種 適用場所 ( )

・ 建築工事標準図(令和４年版)（以下、標準詳細図という。） ○ 11　事故報告 6　産業廃棄物広域認定制度による建設廃棄物の処理 (4.4.2)
〇 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和４年版)(以下「標準仕様書」という。） 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、事故発生報告書を監督職 種類 再利用する場所(箇所)等
〇 「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事)令和４年度版」国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 員に速やかに提出すること。また建設工事事故報告ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに登録すること。 ４章　建設廃棄物の処理

標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)による。(以下｢改修標準仕様書｣という。) ○ 1　産業廃棄物管理票

〇 改訂　既存建築物の吹付けｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん飛散防止処理技術指針・同解説 ○ 12　異常気象時の報告 (財)日本産業廃棄物処理振興ｾﾝﾀｰ（http://www.jwnet.or.jp）が運営する「情報処理ｾﾝﾀｰの登録

国土交通省住宅局建築指導課編集協力 異常気象時（大雨警報、暴風警報、大雪警報）及び震度4以上の地震発生時には、現場点検を行い速やか （電子ﾏﾆﾌｪｽﾄ）により行うこと。これにより難い場合は監督職員と協議する。

・ 営繕工事写真撮影要領(令和３年版)、工事写真撮影ガイドブック建築工事編及び解体工事編(平成30年版) に監督職員に報告する。

2 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、それぞれの特記仕様書を適用する。 ○ 2　建設副産物情報交換システム

なお、電気設備工事の特記仕様書は（　　）図、機械設備工事の特記仕様書は（　　）図による。 ○ 13　公共事業労務費調査に対する協力 本工事の情報を「建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ（COBRIS）」へ登録するものとし、総合施工計画書作成時、

3 設計図の内容に明記がない場合、又は相違ある場合は、原則として監督職員の指示によるほか、次の優 受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、以下の各号に 工事完了時及び登録情報に変更が生じた場合には、それぞれ速やかにﾃﾞｰﾀ入力を行う。また、同ｼｽﾃﾑに

先順位により判定する。 掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。 より、工事着手時に再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書及び建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ工事 注)上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する

(1)質問回答書((2)から(5)までに対するもの)　　(2)現場説明書　　(3)特記仕様書 (1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。 登録証明書を、工事完了時に同計画書の実施報告書（書式は同一）を作成し、監督職員に提出する。 施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

(4)別冊の図面　　(5)標準仕様書・改修標準仕様書 (2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、

4 特記仕様 その実施に協力しなければならない。 ○ 3　特定建設資材の処理 7　最終処分する建設廃棄物 (4.4.3)

(1)項目は、番号の前に○印の付いたものを適用する。 (3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製 本工事は、｢建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律｣第9条による分別解体等実施義務の対象建設

(2)特記事項は、○印の付いたものを適用する。 ・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。 工事となることが想定されるため、同法に基づき分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の

○印の付かない場合は※印の付いたものを適用する。 (4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者（当該下請工事の 実施について適切な措置を講ずる。

○印と※印の付いた場合は、共に適用とし、適用範囲は図示とする。 一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 ただし、工事契約後に明らかになったやむを得ない事情により、工事契約時に予定していた条件により

(3)特記事項に記載の( . . )内の表示番号は、解体共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 難い場合は、監督職員と協議する。

特記事項に記載の(改　)内の表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 14　既存部の汚損等 また、分別解体・再資源化等の完了時に、再資源化等が完了した年月日、再資源化等をした施設の名称

特記事項に記載の(標　)内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 工事施工に際し、既存部分を汚損又は損傷した場合は、構造、仕上げ共、既存にならい補修する。 及び所在地、再資源化等に要した費用を書面にて監督職員に報告する。

(4)受注者は南海トラフ地震に関連する情報（地震）が気象庁から出された場合には、工事中断の措置

をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。 ２章　仮設工事 〇 建築物に係る解体工事

上記事実が発生した場合は、静岡県建設工事請負契約約款第26条(臨機の措置)の規定による。 ○ 1　騒音・粉じん等の対策 (2.2.1)

 (5)[G] 印は｢静岡県環境物品等の推進に関する基本方針｣(以下｢基本方針｣という。)の公共工事に関わる   騒音・粉じん等の対策 ・ 防音ﾊﾟﾈﾙ 〇 防音ｼｰﾄ ・ 養生ｼｰﾄ 〇 建築設備、内装材等 〇 有 ・ 手作業 注)上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する

特定調達品目を示す。 設置範囲 ※ 図示 ・ ・ 無 〇 手作業と機械作業の併用 施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

(6)環境対策(現場発生材の再利用及び分別収集等)に極力努めること。 〇 屋根ふき材 〇 有 ・ 手作業
(7)[建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」(国土交通省) ○ 2　足場その他 (2.2.2) ・ 無 〇 手作業と機械作業の併用 8　処理に注意を要する建設廃棄物 (4.5.1)

を遵守すること。 工事で設置する足場については、標準仕様書2.2.4によるほか、「手すり先行工法等に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」 〇 外装材、上部構造部材 〇 有 ・ 手作業
（厚生労働省平成21年４月）により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、 ・ 無 〇 手作業と機械作業の併用

第３ 電子納品等 中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立てや解体等の作業は「手すり先行工法による足場の 〇 基礎 〇 有 ・ 手作業 ・ CCA処理木材
1 納品の仕様等は「藤枝市営繕事業に係る情報共有・電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」による。 組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置き方式、又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。 ・ 無 〇 手作業と機械作業の併用
2 貸与する設計図CADデータの有無 ※ 有り ・ 無し 屋根面からの墜落事故防止対策として、必要に応じて、JIS A8971（屋根工事用足場及び施工方法）に基 ・ その他 ・ 有 ・ 手作業
3 貸与するCADデータの使用範囲 づき、建方作業台や墜落防護さく等を設置する。 ( ) ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用

当該工事のために必要な施工図及び完成図の作成の範囲で使用できる。 注)上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する

3　監督職員事務所 (2.3.1) 〇 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（外構、工作物等） 施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

１章　各章共通事項 規模、仕様 ・ 10㎡程度 ・ 既存建物利用 ・
○ 1　工事実績情報ｼｽﾃﾑ（CORINS）への登録 (1.1.4) 備品等(標準仕様書によるほか下記による) ・ 仮設 ・ 有 ・ 手作業 砒素、ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有石膏ﾎﾞｰﾄﾞの処理

受注時又は契約変更時に工事請負代金額500万円以上の工事について、工事実績情報ｼｽﾃﾑ（CORINS） ・ 机 ・ 椅子 ・ ｺﾞﾑ長靴 ・ 雨がっぱ ・ 保安帽 ・ 墜落制止用器具 ・ 更衣ﾛｯｶｰ ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用 ・ 製造業者に回収を委託する ・ 管理型最終処分場で埋設処分する

に登録すること。また、契約変更により工事請負代金額が500万円未満になった場合は、すみやかに 以上は監督職員 人分 ・ 土工 ・ 有 ・ 手作業
契約変更前の工事登録を削除すること。なお、契約金額の変更登録は、完成時のみとする。 ・ 書籍 ・ 白板 ・ 掛時計 ・ 寒暖計 ・ 懐中電灯 ・ 受注者加入電話の子機 ・ 消火器 ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用

・ 冷暖房機器 ・ ﾊﾟｿｺﾝ (ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続： ） ・ 基礎 ・ 有 ・ 手作業 砒素、ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
○ 2　工事の一時中止 (1.1.9) 以上は各１ヶ ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用

藤枝市建設工事請負契約約款第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中にお ・ 本体構造 ・ 有 ・ 手作業
ける工事現場の管理に関する計画書(以下｢基本計画書｣という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものと ○ 4　工事用水 ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用
する。 構内既存の施設 ・ 利用できない ・ 本体付属品 ・ 有 ・ 手作業 注)上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する

なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械 〇 利用できる（ ※ 有償 ・ 無償 ※利用可能口径　　　　φ 本） ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用 施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持･ ・ その他 〇 有 ・ 手作業
管理に関する基本的事項を明らかにする。 ○ 5　工事用電力 ( 外構 ) ・ 無 〇 手作業と機械作業の併用 石綿含有石膏ﾎﾞｰﾄﾞ及び砒素、ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有石膏ﾎﾞｰﾄﾞ以外の石膏ﾎﾞｰﾄﾞの処理

また、工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 構内既存の施設 ・ 利用できない 〇 最終処分(埋立処分) ・ 再資源化

〇 利用できる（ ※ 有償 ・ 無償 ※利用可能電力 Ｗ 回路） 手作業・機械作業を併用する理由

○ 3　工事の記録等 (1.2.3) 建築設備の取り外し（ 分別搬出のため ）

共通仕様書1.2.3(4)による他、地中部分等で完了後の目視確認ができない部分、法令を遵守した施工方法、 6　仮設間仕切り (改2.3.2) 内装材料の取り外し（ ）

杭の引抜き長さなどを、工事写真により、必ず記録すること。 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・ 図示 ・ 屋根葺材の取り外し（ ）

仮設間仕切りの種別と材質等
○ 4　工事現場管理 (1.3.5) 種別 下地 仕上げ(厚さmm) 塗装 充填 ○ 4　再資源化等

工事用車両の駐車場所 〇 図示 ・ A種 ・ 木 ・ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(9.5mm) ・ 無し ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32K厚さ50mm以上 ※ 再資源化等をする施設の名称及び所在地 (4.4.1)

資機材置場 〇 図示 ・ B種 ・ 軽量鉄骨 ・ 合板(9.0mm) ・ 片面

・ C種 単管 防炎ｼｰﾄ ○ 9　建設発生土の処理 (標3.2.5)

○ 5　発生材の処理等 (1.3.10) 仮設間仕切りに設ける扉の材質等 〇 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鹿島道路(株） 島田市金谷地内 ・ 場外指定場所に搬出し、搬出後、監督職員へ搬出先の受入を証明する資料を提出する。

・ 引渡しを要するもの 材質 仕上げ 塗装 備考 静岡リサイクルセンター 搬出場所 ：

・ 金属類 ・ PCB含有物 ※ 木製 ※ 合板張り程度 ・ ・ 無し ・ 片面 ・ 受入条件 ：

・ 特別管理産業廃棄物 ・ ・ 処分費 ：

・ 廃石綿 ・ 鉛含有物 仮置き場 ：

・ 現場において再利用を図るもの ３章　解体施工 〇 木材 木材開発(株) 藤枝市横内地内 土壌汚染のおそれ ・ 無 ・ 有

・ ○ 1　事前措置 (3.2.1) 分析調査 ・ 無 ・ 有 該当有害物質 （ ）

設備機器 ・ 使用中 〇 休止中 ・ 撤去済み 〇 ｱｽﾌｧﾙﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ 鹿島道路(株) 島田市金谷地内 調査対象 ※ 静岡県盛土等の規則に関する条例施行規則 別表第1の29物質

水道管 ・ 使用中 〇 休止中 ・ 撤去済み 静岡リサイクルセンター 〇 場内指定場所に敷き均し

ｶﾞｽ管 ・ 使用中 〇 休止中 ・ 撤去済み 〇 金属類 金沢工業(株) 島田市内 ・ 図示 ・

電線引込み ・ 使用中 〇 休止中 ・ 撤去済み 桜井資源(株) 〃 ・ 場内指定場所に堆積

浄化槽 ・ 使用中 〇 休止中 ・ ・ 図示 ・

汚水及び汚物処理 ・ 実施済 〇 未実施(工事にて実施) 静岡県建設発生土マッチングアプリシステム等により他工事現場との調整を行うこと。

排水槽 ・ 使用中 〇 休止中 ・ なお、受注者の提示する運搬距離、処分費及び整地費と異なる場合においても設計変更の対象としない。

汚水及び汚物処理 ・ 実施済 〇 未実施(工事にて実施)

ｵｲﾙﾀﾝｸ ・ 使用中 ・ 休止中 ・ 木材を指定建設資材廃棄物として縮減する

廃油処理 ・ 実施済 ・ 未実施(工事にて実施) ・ 資源有効利用促進法に基づく指定再資源化製品 ( )

注)上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する

施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

作図

建物名称 構造・階数 工事種別 建築面積㎡ 延べ面積㎡ 建設年度 備考
岡部みわ保育園 Ｓ造・１階 解体 386.54㎡ 386.54㎡ S55年

岡部みわ保育園増築 Ｓ造・１階 解体 57.77㎡ 57.77㎡ H14年

工事種目 技能検定職種 技能検定作業

仮設工事 とび

工程 作業内容 分別解体等の方法

工程 作業内容 分別解体等の方法

検図 日付 建設工事名

工
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建設廃棄物の種類 再資源化の有無
再資源化施設の

名称等
所在地

種類 最終処分場の名称等 所在地等

種類 処理施設の名称等 所在地等

種類 処理施設の名称等 所在地等

種類 処理施設の名称等 所在地等

建設廃棄物の種類
中間処理施設又は

再資源化施設の名称等
所在地

ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鉄からなる建設
資材(PC板、ｺﾝｸﾘｰﾄ平板、
ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品等)



5章　特別管理産業廃棄物の処理 ・ JIS K 3850-1に基づいた測定

1　施工調査 (5.1.2)

・ 測定４ 25 5 30

・ 測定５

・ 47 10 120

・

・ 47 10 240

・

・

・

2　石綿含有吹付材の除去工法 (6.3.1～4)

除去対象範囲 ※ 図示
2　特別管理産業廃棄物の処理 (5.4.1) 除去工法 ※ 共通仕様書6.3.2(1)による

・

除去した石綿含有吹付け材等飛散防止措置 ※ 湿潤化 ・ 固形化

処分方法 ・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融、無害化処理)

3　石綿含有保温材等の除去（石綿含有けい酸カルシウム板第二種含む） (6.4.1～4)

除去対象範囲 ※ 図示 ・

除去工法 ・ 破砕して除去 ・ 手ばらし

除去した石綿含有保温材等の飛散防止 ※ 湿潤化 ・ 固形化

除去した石綿含有保温材等の処分 ・ 埋立処分（管理型最終処分場）
注)上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する ・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

○ 4　石綿含有成形板の除去 (6.5.1～4)

3　PCBを含む機器類 (5.4.1) 除去対象範囲 ※ 図示
引渡しを要する機器類 ・ 石綿含有成形板（石綿含有けい酸カルシウム板第一種以外）の除去
・ 除去対象範囲 ・ 図示 ・
・ 除去した石綿含有成形板の処分
注)PCBを含む機器類は、適切な容器に収め、表示を付して調書と共に監督職員に引き渡すこと。 ・ 石綿含有せっこうボード

微量PCBの分析調査 ・ 行う ・ 行わない ※ 埋立処分（管理型最終処分場）
調査対象機器 ※ 図示 〇 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板

〇 埋立処分（安定型最終処分場）
○ 4　ｼｰﾘﾝｸﾞ材の調査及び撤去 (5.4.1) ・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

・ 第一次判定(ｼｰﾘﾝｸﾞ材種の判定)

日本ｼｰﾘﾝｸﾞ材工業会に次のｼｰﾘﾝｸﾞ材のｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞを送付し、材種の判定を行う。 〇 石綿含有成形板（石綿含有けい酸カルシウム板第一種）の除去
判定結果については、監督職員に速やかに報告する。 除去対象範囲 ・ 図示 ・
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ採取箇所 ※ 監督職員との協議による ・ 図示 隔離養生（負圧不要）方法 ・ 図示
採取箇所数 ※ 監督職員との協議による ・ 箇所 足場 ・ 図示
採取方法は「PCB含有判定ｼｰﾘﾝｸﾞ材ｻﾝﾌﾟﾙ採取ﾏﾆｭｱﾙ(日本ｼｰﾘﾝｸﾞ材工業会)」を参考にすること。 除去した石綿含有けい酸カルシウム板第一種の処分 〇 埋立処分（安定型最終処分場）

・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
・ 第二次判定 （ ・ PCB含有量の判定 ・ 石綿含有量判定 ）

専門分析機関に次のｼｰﾘﾝｸﾞ材のｻﾝﾌﾟﾙを送付し、含有量の分析を行う。なお、分析ｻﾝﾌﾟﾙの四周は ○ 5　石綿含有建築用仕上塗材又は下地調整材の除去 (6.6.1～5)

除去し、採取部の内部(大気にさらされていない部分)を取り出して分析する。判定結果については、 対象仕上塗材 ・ 図示 〇 仕上表による
監督職員に速やかに報告する。 石綿含有の下地調整塗材 ・ 有 ・ 無
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ採取箇所 （ ） 採取箇所数 （ ） 下地調整塗材の除去 ・ 含む ・ 含まない ・ 下地調整塗材無

除去対象範囲 ・ 全面 ・ 外壁補修個所等作業箇所のみ撤去 ・ 図示
撤去方法 〇 「標準施工要領書(日本ｼｰﾘﾝｸﾞ工事業協同組合連合会/日本ｼｰﾘﾝｸﾞ材工業会)」による。 外壁補修等作業は、足場ｱﾝｶｰ設置、ｺｱ抜き、機器及び配管、配線器具類の固定等軽微な作業を示す。

・ 石綿含有成形板の除去に準じる 除去工法
撤去範囲 ※ 図示 〇 板間目地・サッシ廻り ・ 集じん装置併用手工具ｹﾚﾝ工法
注）PCB含有シーリング材は、適切な容器に収め、表示を付して調書と共に監督職員に引き渡すこと。 ・ 集じん装置付高圧水洗工法（15MPa以下、30～50MPa程度）

・ 集じん措置付超高圧水洗工法（100MPa以上）
5　廃油 (5.4.1) ・ 超音波ｹﾚﾝ工法（HEPAﾌｨﾙﾀｰ付き掃除機併用含む）

廃油の処理 ・ 焼却処分 〇 剥離剤併用手工具ｹﾚﾝ工法

処理施設等の名称 ( ) ・ 剥離剤併用高圧水洗工法（30～50MPa 程度）
所在地等 ( ) ・ 剥離剤併用超高圧水洗工法（100MPa 以上）

・ 中間施設で再生処理 ・ 剥離剤併用超音波ｹﾚﾝ工法

処理施設等の名称 ( ) ・ 集じん装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法
所在地等 ( ) 上記工法によらない場合は、監督職員と協議の上、承諾を得ること

6　廃酸、廃アルカリ (5.4.1) 除去工法の試験施工 ・ 行う ・ 行わない
・ 鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の電解液 作業場の隔離及び養生 ※ 大気汚染防止法及び石綿障害予防規則による

処理方法 ・ (5.4.1)による 処理施設等の名称 ( ) 除去した石綿含有仕上塗材の処分 〇 埋立処分（管理型最終処分場）
所在地等 ( ) ・ 埋立処分（安定型最終処分場）

・ 製造業者に委託 製造業者の名称 ( ) ・ 中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
・ 吸収冷凍機、直だき吸収冷温水機等の臭化リチウム水溶液等

処理方法 ・ (5.4.1)による 処理施設等の名称 ( ) 6　建築設備に使用されているアスベスト含有材の処理 (6.6.1)
所在地等 ( ) 対象箇所 ・ フランジ用ガスケット（ダクト）

・ 製造業者に委託 製造業者の名称 ( ) ・ 配管用成形保温材

・ 図示
7　ダイオキシン類 (5.4.1) 撤去方法 ※ 図示

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ調査 ・ 行う ・ 行わない

空気中のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類濃度測定 ・ 行う ・ 行わない ○ 7　官公庁への届出
解体工法 ※ 廃棄物焼却施設関連作業におけるﾀﾞｲｵｷｼﾝ類ばく露防止対策要綱（基発0110第2号平成26 ・ 労働安全衛生法に基づく届出

年1月10日厚生労働省労働基準局長通知）に基づき実施すること。 〇 石綿障害予防規則に基づく届出
・ 〇 大気汚染防止法に基づく届出

処分方法 ※ 3ng-TEQ/g以下にて処理を行うこと。

・ 7章　特殊な建設副産物の処理
1　特殊な建設副産物の改修及び処分

6章　石綿含有建材の除去及び処理
1　石綿粉じん濃度測定 (6.1.3)

・ 石綿粉じん濃度測定

測定室 （ ） ﾌﾛﾝ ・ 行う

成形板の除去の際は、原則として粉じん濃度測定を実施しない。 ・ 行わない

ﾊﾛﾝ

石綿含有吹付材の粉塵濃度測定

六ふっ化硫黄

・ 処理作業前 測定１ 処理作業室内 計 （ ） 点 (注)１ (SF6)ｶﾞｽ

・ 測定２ 調査対象室外部の付近 計 （ ） 点 大気 PFOS(ﾍﾞﾙﾌﾙｵﾛ)

・ 処理作業中 測定３ 処理作業室内 計 （ ） 点 (注)１

・ 測定４ ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ入口 計 （ ） 点 －

・ 測定５ 集じん・排気装置の排出口 出口吹出し風速1m/sec以下の －

(処理作業室外の場合) 位置計 （ ） 点

・ 測定６ 処理作業室外 計 （ ） 点 －

・ 施工区画周辺 注)上記については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する

・ 敷地境界 施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

・ 処理作業後 測定７ 処理作業室内 計 （ ） 点 －

(ｼｰﾄ養生中) ○ 2　冷媒(フロン類)の回収

・ 処理作業後 測定８ 処理作業室内 計 （ ） 点 (注)１ 　業務用冷凍空調機器(第1種特定製品)は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する

ｼｰﾄ撤去後 法律の定めに従って行う。

・ 1週間以降 測定９ 調査対象室外部の付近 計 （ ） 点 大気 　特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の対象となるものは、同法の定めに従って行う。

注1 各施工箇所ごとの室面積が50m2以下までは2点、300m2以下までは3点とする。

300m2を超えるものは、監督職員と協議する。

測定方法
・ 自動測定器による測定

・ 測定４ 粉じん相対濃度計（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ粉じん計）、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰ、繊維状粒子自動測

・ 測定５ 定器（ﾘｱﾙﾀｲﾑﾌｧｲﾊﾞｰﾓﾆﾀｰ）等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定

作図

測定名称 ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｨﾙﾀ直径(mm) 試料の吸引流量(L/min) 試料の吸引時間(min)

適用 測定名称 測定時期 測定場所 測定点(各施工箇所ごと) 備考

分析調査を行う特別管理
産業廃棄物の種類

採取する部位又は箇所等

図番
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採取する数量 備考

特別管理産業廃棄物の種類 処理施設の名称等 所在地等

回収又は処分を
行う特殊な建設
副産物の種類

対象機器名称 分析調査
回収業者又は

処分場の名称等
保管場所、処分場の所在地等

藤枝市役所建築住宅課 一級建築士事務所エスティーピー
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測定名称 測定方法

検図 日付 建設工事名



 施工条件特記仕様書

指定部分６ 工事の規模（範囲）及び工期について

指定した部分がある場合

施 工 条 件 特 記 仕 様 書

明示事項 内容明示が必要な場合
適用
項目

明示項目

下記項目のうち適用項目○印該当欄は、当該工事に関する施工条件として明示するものである。

他の工事の開始又は完了の時期により、 影響を受ける部分

関連する工事内容

明示事項 内容

限される場合

立のものがある場合

協議成立見込時期

地下埋設物等の移設が予定されている場合

１
工
程
関
係

明示が必要な場合

関連工事との調整１

２

関係機関等との協議３

４

５

適用
項目

明示項目

影響を受ける工事内容

関連する工事の開始又は完了の時期

当該工事の関係機関等との協議に未成 制約を受ける内容

協議内容

関係機関、自治体等との協議の結果、

特定の条件が付され当該工事の工程に

影響がある場合

影響を受ける部分

影響を受ける内容

地下埋設物及び埋蔵文化

財の事前調査

工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化

財等の事前調査を必要とする場合

調査項目

調査期間

作業不能日数 休日日数以外の作業不能日数

当該工事の規模（範囲）

当該工事の工期

当該工事の施工時期、全体工期等に影

響がある場合

施工時期、施工時間及び施工方法が制

移設期間

施工時期、時間の制限

現場説明書による。

制限される施工内容

制限される施工時期・施工時間

制限される施工方法

なお、明示事項に変更が生じた場合は、監督職員に報告し、協議するものとする。

検図 工事名作図 日付 図番

仮設物を他の工事に引き渡す場合及び

引き継いで使用する場合

仮設備の内容

仮設備の期間

仮設備の条件

仮設備の構造、工法及びその施工範囲

を指定する場合

仮設備

（仮土留、仮橋、足場等）

１

工事特記仕様書、図示による。

仮設備の構造、施工方法、施工範囲 図示による。

仮設備の種類

仮設備の設計条件を指定する場合 設計条件の内容 図示による。

７
建
設
副
産
物
関
係

建設発生土が発生する場合 受入場所及び仮置き場所までの距離

処分又は保管条件

現場内での再利用又は減量化が必要な

場合

現場内利用の内容

減量化の内容

建設副産物及び建設廃棄物が発生する

場合

再資源化処理施設又は最終処分場を指

定する場合

処理方法、処理場所等の処理条件

建設発生土の搬出

建設副産物の利用

建設副産物及び建設廃棄

物の処理

１

２

３

数量
片道

運搬距離
建設廃棄物の種類 処理等施設の名称 受入条件等

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する

物適正処理推進要綱に従い適切に処理する。

８
工
事
支
障
物
件
等

地上、地下等における占用物件の有無

る場合

支障物件名 管理者名 支障物件の位置

支障物件の移設時期 工事方法 防護

支障物件名、管理者名等

地上、地下等の占用物件に係る工事期

間と重複して施工する場合

工事内容

工事期間

９
排
水
関
係

排水の工法、排水処理の方法及び排水

の放流先等を指定する場合

排水工法 排水処理の方法 放流先

予定される排水量 排水の水質基準 放流費用

排水工法、排水処理の方法等

施設の内容水替・流入防止施設が必要な場合

設置期間

薬液注入を行う場合 設計条件 施工工法 材料種類

施工範囲 削孔数量及び延長 注入量及び注入圧

周辺環境調査の内容
周辺環境に与える影響の調査が必要な

場合

11

　
薬
液
注
入
関
係

10

工事現場発生品がある場合

設計条件、施工工法等

工事支障物件協議１

排水処理１

水替・流入防止施設２

薬液注入

工事現場発生品

１

１

受入場所、距離等の処理条件

工事特記仕様書による。

工事特記仕様書による。

及び占用物件等で工事支障物が存在す

　
そ
の
他

品名・数量、現場内での再使用の有無

引渡場所

支給材料及び貸与品がある場合 品名・数量・品質

規格又は性能

引渡場所・引渡期間

近接協議に係る条件及び内容

架設工法を指定する場合 施工方法

施工条件

工事電力を指定する場合

工事用水の内容

工事電力の内容

工法の内容
新技術・新工法・特許工法を指定する

場合

部分使用を行う必要がある場合 部分使用箇所

部分使用時期

支給品及び貸与品

工事用水、電力

新技術・新工法・特許工法

部分使用

２

３

４

５

６

７

工事特記仕様書による。

工事特記仕様書による。

工事用水を指定する場合

関連機関との近接協議

架設工法

工事特記仕様書による。

法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令等によるほか、建設副産○

６
仮
設
備
関
係

仮道路を設置する場合 仮設道路の仕様

安全施設等の設置期間

工事終了後の措置

仮道路２道
路
関
係

官有地等を使用させる場合

場所・範囲

時間・時期

使用条件

工事に伴う公害防止のため、施工方法、

建設機械・設備、作業時間等の指定が

必要な場合

２
用
地
関
係

３
公
害
関
係

仮用地等として官有地の

提供

公害防止

（騒音、振動、粉塵、排

出ガス等防止）

１

１

施工のための仮用地等として施工者に、

復旧方法

施工方法、建設機械・設備、作業時間

工事の施工に伴って発生する騒音、振

動、地盤沈下、地下水の枯渇等が予測

される場合

事前・事後調査の区分

調査時期

未然に防止するための必要な調査方法

未然に防止するための必要な調査範囲

電波障害等に起因する事業損失が懸念

される場合

事前・事後調査の区分

調査時期

未然に防止するための必要な調査方法

未然に防止するための必要な調査範囲

４
安
全
対
策
関
係

指定の内容

指定の期間

防護施設の内容

鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施

設と近接する工事において施工方法等

に制限がある場合

落石、雪崩、土砂崩落に対する防護施

設が必要な場合

交通誘導員の配置を指定する場合

配置時間

延べ人数

換気設備等の内容
有毒ガス及び酸素欠乏対策として、換

気設備が必要な場合

制限がある場合

使用中・使用後の処置内容
搬入、搬出路の使用中及び使用後の処

置が必要である場合

騒音、振動、地盤沈下、

地下水枯渇等の防止調査

電波障害等に起因する事

業損失防止調査

２

３

交通安全施設

近接施工

落石、雪崩、土砂崩落の

防護施設

交通誘導員の配置

３

１

２

４

有毒ガス及び酸素欠乏等

の対策
５

一般道の使用１

交通安全施設等を指定する場合

搬入経路、使用時間、使用時間帯等に

制限される施工方法

制限される作業時間帯

制限される工事用資機材の搬入経路

制限される使用期間

制限される使用時間帯

○

交通誘導警備員Ａ

8時～17時まで（8時間） 8時～17時まで（8時間）交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ａ

※使用すべき建設機械の適用については工事特記仕様書による。

５
工
事
用

７ 設備工事との調整 完成時の各種検査までに、別途設備工

事の試運転調整等を完了しなければ

ならない場合

試運転調整等の適正期間の確保 設備の試運転調整等を行ううえで、支障のない状態まで完了していること

管理建築士　　　酒井　勝

一級建築士登録　第156057号一級建築士事務所エス･ティー･ピー

○

○

○
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